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第24表

令和４年
１月

千円

298.9 299.5 304.0
％

① 2.0 2.3 2.2
千円

257.8 255.8 258.3
％

1.1 0.0 0.0
千円

274.7 275.2 278.9
％

1.8 1.9 1.9
％

0.8 0.9 1.0
千円

239.4 236.8 241.0
％

1.6 0.5 △ 0.1
％

0.3 0.0 △ 1.2
％

3.9 4.8 4.4
％

△ 5.8 △ 6.6 0.9
時間

② 136.9 136.6 144.5
時間

137.8 139.4 144.3
時間

11.8 11.9 12.6
時間

9.7 9.9 9.9
千円

287.8 257.9 307.3
％

7.5 2.2 △ 0.8
千円

314.4 285.3 343.7
％

5.6 1.6 △ 0.1
千円

291.7 259.7 388.2
％

24.3 △ 11.9 20.8
千円

319.7 284.5 379.7
％

21.4 △ 2.3 4.8
％

0.5 0.9 1.2
％

0.8 1.1 1.6
％

9.1 9.4 9.4
％

△ 1.2 △ 1.2 △ 1.3
％

△ 0.8 △ 0.5 △ 0.9
％

2.7 2.7 2.6
倍

1.2 1.2 1.2
倍

1.5 1.5 1.5

（注）１　⑨は平成27年基準、①、④、⑤、⑥は令和２年基準である。
       　 ただし、①「うち所定内給与・新潟県・一般労働者」及び「うち所定外給与・新潟県」の前年同月比　については、金額をもとに算出した数値である。
　　　２　①、②、⑥は事業所規模30人以上の数値である。
　　　３　③は農林漁家世帯を含む数値である。

前 年 同 月 比

うち所定外労働
時間数

全 国

新 潟 県

⑥

⑤

全 国
常 用 雇 用 指 数
（ 厚 生 労 働 省 ）

時 間 数

二 人 以 上 の 世 帯

新 潟 市

前 年 同 月 比

時 間 数

金 額

前 年 同 月 比

⑦

新 潟 県

％

季 節 調 整 値完 全 失 業 率 （ 総 務 省 労 働 力 調 査 ）

季 節 調 整 値

新 潟 県
⑧

△ 0.7

有 効 求 人 倍 率
（ 厚 生 労 働 省 ）

季 節 調 整 値

生
産

⑨ 実 質 国 内 総 生 産 （ 内 閣 府 ） 前 期 比

物
価

④
消 費 者 物 価 指 数
（ 総 務 省 ）

全 国 前 年 同 月 比

国 内 企 業 物 価 指 数 （ 日 本 銀 行 ） 前 年 同 月 比

雇
用

全 国

新 潟 市 前 年 同 月 比

金 額

前 年 同 月 比

二人以上の世帯の
う ち 勤 労 者 世 帯

生
計
費
（

総
務
省
家
計
調
査
）

③ 消 費 支 出

全 国

二 人 以 上 の 世 帯
金 額

前 年 同 月 比

二人以上の世帯の
う ち 勤 労 者 世 帯

金 額

前 年 同 月 比

うち
M所 定 外 給 与

全 国 前 年 同 月 比

新 潟 県 前 年 同 月 比

総実労働時間数
（調査産業計）

全 国

新 潟 県 時 間 数

時 間 数

調 査 産 業 計
金 額

前 年 同 月 比

一 般 労 働 者 前 年 同 月 比

新 潟 県
調 査 産 業 計

金 額

前 年 同 月 比

きまって支給する給与
（ 調 査 産 業 計 ）

全 国
金 額

前 年 同 月 比

新 潟 県

うち
N所 定 内 給 与

全 国

                                      　　　           労　　働　　経　　　済　　指　　標
２月

賃
金
・
労
働
時
間
（

厚
生
労
働
省
毎
月
勤
労
統
計
調
査
）

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 　　   年　　月
項　　目

３月

金 額

前 年 同 月 比

前 年 同 月 比

一 般 労 働 者
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令和５年
１月

307.9 301.2 304.0 303.7 301.9 304.0 305.3 305.7 305.9 303.9 303.5 306.8 310.9

2.5 2.2 2.3 2.0 2.3 2.6 2.3 2.6 2.5 1.7 1.4 1.0 1.0

258.8 253.7 259.0 256.6 254.7 254.7 257.6 254.8 256.1 262.2 263.5 265.2 269.7

0.8 △ 0.7 0.8 0.1 △ 0.2 △ 0.6 0.4 △ 0.9 △ 1.2 1.7 3.0 2.7 4.2

281.9 277.2 280.0 279.1 277.7 279.7 279.9 280.0 280.1 279.5 279.1 281.6 285.1

2.2 1.9 2.1 1.9 2.2 2.2 1.8 2.2 2.3 1.7 1.5 1.0 1.2

1.8 1.2 1.5 1.2 1.5 1.6 1.4 1.6 1.8 1.6 1.4 1.1 1.1

240.2 236.2 239.8 238.0 236.7 236.2 238.5 235.4 235.5 243.3 243.5 245.8 249.5

0.6 △ 0.4 0.7 0.4 0.3 △ 0.6 0.1 △ 1.1 △ 1.5 1.6 2.8 2.0 4.0

△ 0.5 △ 1.3 △ 0.5 △ 0.4 △ 1.2 △ 1.6 △ 0.8 △ 1.3 △ 2.1 2.0 2.0 2.0 3.4

5.9 4.4 4.3 3.0 3.8 6.2 7.8 5.4 3.1 0.8 0.6 1.0 △ 1.0

0.9 △ 5.6 2.4 △ 4.4 △ 6.9 △ 0.9 4.0 0.9 1.9 3.5 4.1 12.3 7.7

149.0 137.6 149.6 147.0 139.1 144.0 144.5 146.0 144.2 135.7 139.7 145.8 148.3

151.7 138.1 153.5 149.1 141.2 146.4 146.8 145.4 145.6 136.8 143.3 146.3 151.2

12.9 11.7 12.1 12.1 11.3 12.2 12.6 12.6 12.6 11.8 12.0 12.5 12.6

10.1 9.4 10.4 9.8 9.5 10.2 11.1 10.3 10.8 9.8 9.8 9.8 10.1

304.5 287.7 276.9 285.3 290.0 281.0 298.0 285.9 328.1 301.6 272.2 312.8 303.1

1.2 2.4 6.4 6.6 8.8 5.9 5.7 3.2 3.4 4.8 5.6 1.8 △ 0.5

344.1 315.0 300.5 317.6 322.4 314.0 328.7 308.1 353.8 331.1 298.7 340.0 334.2

1.6 △ 0.9 6.9 4.9 9.6 6.2 5.1 1.3 2.8 5.3 4.7 △ 1.1 △ 2.9

301.0 279.7 254.1 277.7 276.1 249.7 280.1 341.3 344.8 255.0 317.1 326.3 265.0

△ 14.4 △ 17.7 △ 2.2 △ 12.2 △ 16.4 △ 15.8 △ 18.6 9.2 △ 4.8 △ 12.6 22.1 △ 15.9 △ 12.0

354.2 323.6 279.1 322.3 324.4 269.8 319.3 394.9 413.7 286.8 386.3 362.3 290.7

△ 9.7 △ 19.5 △ 4.5 △ 13.1 △ 15.3 △ 2.9 △ 24.3 19.2 23.8 △ 10.3 35.8 △ 4.6 △ 17.9

2.5 2.5 2.4 2.6 3.0 3.0 3.7 3.8 4.0 4.3 3.3 3.2 3.5

3.0 3.2 3.0 3.1 3.5 3.2 4.2 3.8 4.0 4.2 3.0 2.9 2.6

9.9 9.4 9.6 9.3 9.6 10.3 9.7 9.9 10.6 9.6 8.3 7.4 6.0

△ 1.1 △ 0.9 △ 0.6 △ 0.6 △ 0.5 △ 0.4 △ 0.5 △ 0.3 △ 0.3 0.6 0.6 0.6 0.7

△ 1.4 0.5 0.6 1.4 1.2 0.8 0.1 0.3 1.5 0.7 0.7 0.0 2.2

2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.6 2.8 2.6

1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3

1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

       　 ただし、①「うち所定内給与・新潟県・一般労働者」及び「うち所定外給与・新潟県」の前年同月比　については、金額をもとに算出した数値である。

1.4 △ 0.4 0.70.1

１２月 ２月７月 １１月

                                      　　　           労　　働　　経　　　済　　指　　標
１０月 ３月 ４月５月 ６月４月 ８月 ９月
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